
平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋） 

 

平成27年１月30日 

閣 議 決 定 

 

４ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等 

【厚生労働省】 

（１）職業安定法（昭 22 法 141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭 60 法 88） 

公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う無料職

業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業

及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向性により見直す。 

（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を

一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハローワークの

求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハローワークと地方公

共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策を

これまで以上に推進する。 

（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権限の移

譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第 88号条約との

整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機動性の担保、

保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意する。 

（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公的性格を

持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を講ずる。 

（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成 27年度から開始

する。 

 

（９）雇用保険法（昭 49 法 116） 

雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で国の無料

職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）を行う施設に

おける雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方公共団体の希望を踏まえ、利用

者から十分なニーズが見込める場合には、積極的に取り組む。 
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